
 

幼 児 教 育 ・ 保 育 の 無 償 化 
2 0 1 9 年 1 0 月 か ら ス タ ー ト 
☆利用料（保育料） 

⇒ 3歳児から 5歳児クラスまでの全ての子どもの利用料が無償化 

⇒ 0歳児から 2歳児クラスまでの子どもについては、住民税非課税世帯を対象として
利用料が無償化 

 

・幼稚園の入園可能時期に合わせて、満 3 歳から無償化の対象となります。 

・保育料の無償化について、新たな手続きは不要です。 

・通園送迎費、給食費、行事費などの実費負担分についてはこれまでどおり保護者負担になります。 

 

 

・満 3 歳になった後の 4 月 1 日（3 歳児クラス）から小学校入学前までの 3 年間が無償化の対象となります。 

・保育料の無償化について、新たな手続きは不要です。 

・給食費、行事費などの実費負担分についてはこれまでどおり保護者負担になります。 

 

 

・住民税非課税世帯が無償化の対象となります。 

・保育料の無償化について、新たな手続きは不要です。 

・行事費などの実費負担分についてはこれまでどおり保護者負担になります。 

☆無償化の実施に伴う給食費の取扱い 
⇒給食費（主食費（ごはん）、副食費（おかず・おやつ等））については、無償化後も引き続き、原

則、保護者負担となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆保育料基準からみる給食費（副食費）の免除対象 

1 号認定子ども 第 1子 第 2子 第 3子 2 号認定子ども 第 1子 第 2子 第 3子 

年収 360万円未満相当 

市階層、第 1階層～第 3階層 
免除 免除 免除 

年収 360万円未満相当 

市階層、第 1階層～第 6-3階層 

第 7-1階層、第 8-1階層 

免除 免除 免除 

年収 360万円以上相当 

市階層、第 4階層～第 5階層 

保護者
負担 

保護者
負担 免除 

年収 360万円以上相当 

上記以上の階層 

保護者
負担 

保護者
負担 免除 

 

交野市 

3歳児から 5歳児クラスまでの幼稚園部分に通う子ども（1号認定の子ども） 

3歳児から 5歳児クラスまでの保育所部分に通う子ども（２号認定の子ども） 

0歳児から 2歳児クラスまでの子ども（３号認定の子ども） 

◆１号認定の子どもの給食費について 

・無償化後も変わらず保護者負担となりま
す。 

◆２号認定の子どもについて 

・主食費（ごはん）は無償化後も変わらず保護者負担となります。 

・副食費（おかず等）については、これまで保育料の一部に含ま
れていたため、保育料は無償化されますが、副食費については引
き続き保護者負担となります。 

認定こども園用 

◆1・2号認定の子どもの副食費の免除について 

・年収３６０万円未満相当世帯の子どもと、第３子（※）以降の子どもについては、副食費が免除されます。 

・免除対象者へは別途通知します。 

 ※保育料の算定方法により第３子に該当する子ども 

 



 

 

☆預かり保育（1号認定の子どものみが対象です） 

⇒月額 1万 1,300円まで無償化 

◆無償化の対象 

・共働き世帯の子どもなど保育の必要性がある３歳児から５歳児（小学校就学前）までの子どもが対象。 
・月額の上限額は 450円/日×利用日数 

・満 3 歳児は保育の必要性があり、かつ、市町村民税が非課税の世帯のみが無償化の対象。（月額上限 16,300円） 

≪算定例≫ 

例 
利用 

日数 
利用料(A) 

上限額(B) 
(450 円/日) 

無償化対象 
(Aと Bの少ない方) 

保護者 
負担額 

① 日額「400円」設定の X幼稚園で、月に 10日利用した場合 10日 4,000円 4,500 円 4,000 円 0円 

② 月額「9,000円」設定（月極）の Y幼稚園で、月に 2日利用した場合 2日 9,000円（月極） 900円 900円 8,100円 

③ 月額「9,000円」設定（月極）の Y幼稚園で、月に 20日利用した場合 20日 9,000円（月極） 9,000 円 9,000 円 0円 

※利用日数に応じて月額上限が変動するため、算定例②のように保護者負担額が発生する場合があります。 

⇒預かり保育の無償化の対象となるには認定申請書の提出が必要です 

◆認定について 

・1 号認定の子どもで、保育の必要性がある場合、新 2 号認定が必要となります。 

◆申請書類について 

① 「預かり保育料等専用様式（新 2 号・新 3 号）」（子育てのための施設等利用給付認定申請書） 

② 「保育の利用を必要とする証明書」 

・「保育の利用を必要とする」とは、下記の【保育を必要とする事由及び必要な添付書類】をご確認ください。 

・「保育の利用を必要とする証明書」は交野市ＨＰからダウンロードできます。 

・インターネット環境がない場合は、認定こども園から受け取っていただけます。 

◆提出方法 

 ・申請書に記入、押印し、必要書類と一緒に専用封筒に入れ、封をして在籍の認定こども園へ提出してください。 

 ・押印漏れ、記入漏れ等の不備があった場合は、申請は成立しませんのでご注意ください。 

 

交野市独自の保育料の軽減措置（第 3 子無償化）を 2019 年 10月から実施 
⇒0～2歳の子どもの無償化を拡大～多子軽減における子どもの年齢の上限撤廃～ 

◆国の無償化は原則 3～5歳 

・保育料の無償化により、無償化の対象者は 1・2 号認定（3～5 歳児）の子どもで、3 号認定（0～2 歳児）の子ども

については対象外となっています。（非課税世帯については無償化対象） 

◆交野市独自に 0～2歳の無償化対象の拡大 

・交野市では、市独自の多子カウント方法を導入し、国の無償化の対象外となる 3 号認定の子どもに対して、多子世

帯の保育料の軽減を実施します。※多子のカウント対象の子どもは生計が同じである事が条件です 

 

世帯収入 カウント方法 

年収 360 万円未満 
相当の世帯 

年齢に関わらず 
世帯の子の数による 

年収 360 万円以上 
相当の世帯 

小学校就学前までの 
子からカウント 

世帯収入 カウント方法 

年収による 
区分を撤廃 

年齢に関わらず 
世帯の子の数による 

 

 
 
 
 
 

例）3人兄弟の場合 

中学生 小学生 保育所児 
（3号認定） 

1 人 1 人 1 人 

※2 人兄弟の場合、2 人目算定となり、保育料は半額です。 

◆3～5歳の副食費も免除対象を拡大 

・1 号・2号の副食費についても、市独自の多子カウント方法により第 3子以降にカウントされた子どもは副食費が免除

されます。 

国のカウント 

交野市独自のカウント 

1 人目算定⇒保育料 全額負担 

3 人目算定⇒保育料 【無償】 

【預かり保育料等専用様式（新 2
号・新 3号）】の提出が必要です 

 

◎国の多子カウント方法 ◎交野市の多子カウント方法（2019 年 10月～） 



 

【保育を必要とする事由及び添付書類】 

新 2 号・新 3号認定を受けるには、「認定申請書」と同時に保育を必要とする事由の確認書類として保護者（※）

の『保育の利用を必要とする証明書』の提出が必要です。※夫婦の場合は両方必要です。 

また、「保育の利用を必要とする証明書」には「保育を必要とする事由」ごとに添付書類が必要な場合があ
ります。 
次の表の「保育を必要とする事由」の確認をお願いします。 

保育を必要とする事由 
「保育の利用を必要とする証明書」の該当箇所 

及び添付が必要な書類 

・外勤・内職・専従者 

・その他（雇用内定者・再雇用）の方 

（１ヵ月に 64 時間以上の労働を常態とする） 

①勤務証明書（内職証明書） 

・自営業（個人事業主）の方 

（会社役員の方は①勤務証明になります） 

②自営業申立書 

 ※証明書類として「開業届（控）」「営業許可証」「確定申

告書（控）」のいずれかのコピーを添付 

・保育を必要とする事由が、出産の方（産前から、出

産後８週経過日が属する月の末日まで３ヶ月程度） 

③母子健康手帳の写し（出産予定日の記載部分 P.4・

受診後の妊娠中の経過の写し P.8～9（交野市母子健康手

帳の場合））を添付 

・保育を必要とする事由が、保護者の病気の方 ④疾病証明（診断書） 

・保育を必要とする事由が、保護者の障がいの方 
⑤障がい状況証明 

※手帳の写し（顔写真と等級がわかる部分の写し）を添付 

・保育を必要とする事由が、親族の入院のための常

時看護、又は同居の親族の常時介護 ※1 
⑥介護・看護証明 

・就業に向けて求職活動を行っている方 ※2 

（勤務先が内定している方や再雇用予定の方は、①勤務証 

明書（内職証明書）になります） 

⑦求職活動誓約書に記入 

・就学（職業訓練校・各種学校など、保護者が将来就労に

つながる就学を含む）している方、または就学が決

まった方 

⑧就学等（予定）証明書 

・保護者が付き添いを必要とする療育施設等に 

母子通園している方 

⑨兄弟姉妹が療育施設等に母子通園している申告 

※療育施設の在園証明を添付 

・災害などにより児童の居宅を失いまたは破損 

した場合に、その復旧の為保育できない方 

⑩災害復旧の欄に罹災した日を記入 

※罹災したことが分かる書類を添付 

・その他、市長が必要と認める場合 市長が必要と認める書類を提出 

※１ 親族でない人への介護・看護や別居の親族への介護では新２・３号の認定は受けられません。 

※2  求職活動が事由の場合、認定の有効期間は、有効期間の開始日から最大 90 日が経過する日が属する月末まで。 

 

問合せ先 
〒576-0034 
交野市天野が原町 5-5-1 
交野市健やか部こども園課 
TEL：072-893-6407 
FAX：072-892-0525 


